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第１ 監督官庁（外務大臣）の平成３１年１月１７日付意見書に対する反論 

 １ はじめに 

監督官庁である外務大臣（以下「監督官庁」という）の平成３１年１月１

７日付意見書（以下「本件意見書」という）において、監督官庁は、本件各

対象文書が、いずれも、民訴法２２０条４号ロ所定の文書に該当し、本件各

対象文書の提出義務は認められないとの意見を述べている。 

   しかし、監督官庁が本件意見書において述べる理由は、いずれも、相手方

が、相手方意見書（６）３（５～７頁）において述べているものと同じであ

り、申立人が主張書面（４）第３、１（９～１２頁）において反論している

とおり、本件各対象文書が民訴法２２０条４号ロ所定の公務秘密文書に当た

らないことは明らかである。 

   なお、本件意見書は、本件各対象文書の提出について、「これが提出される

ことにより、米国との信頼関係が損なわれ、公務の円滑な運営に支障を来す

こととなる」「安全保障協力における米国との信頼関係が損なわれるおそれ、

ひいては我が国の安全が害されるおそれすらある」（以上３頁）、「米国との信

頼関係が大きく損なわれるのみならず、国際社会における日本の信頼が低下

し、あらゆる国際関係において交渉上の不利益を被ることになりかねない」

（４頁）としている。このことから、監督官庁の意見は、民訴法２２３条４

項１号所定のおそれがあることを理由に、本件各対象文書が同法２２０条４

号ロに掲げる文書に該当すると主張するものと考えられるので、以下念のた

め、監督官庁の意見に「相当の理由」（同法２２３条４項）があるとはいえな

いことを述べる。 

 ２ 監督官庁の意見に「相当の理由」があるとはいえないこと 

 （１）監督官庁の主張する「おそれ」がいずれも抽象的なものであること 

   ア 監督官庁は文書の内容に即して具体的に民訴法２２３条４号所定のお

それを述べなければならないこと 
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     「民訴法２２０条４号ロにいう『その提出により公共の利益を害し、

又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある』とは、単に文書の

性格から公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象

的なおそれがあることが認められるだけでは足りず、その文書の記載内

容からみてそのおそれの存在することが具体的
．．．

に認められることが必要

である」（最決平成１７年１０月１４日民集５９巻８号２２６５頁、傍点

申立人代理人）。 

    そして、監督官庁が民訴法２２３条４項各号に掲げるおそれがあるこ

とを理由として同法２２０条４号ロ所定の文書に該当する旨の意見を述

べる場合も、「監督官庁は、その意見を述べるにあたっては、単に
．．

その可
．．．

能性があることを抽象的に述べるにとどまらず
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、その文書の内容に即し
．．．．．．．．

て具体的
．．．．

に公共の利益を害したり公務の遂行に著しい支障が生ずるおそ

れのあることについてその理由を述べることが求められているものと解

すべきである」（最決平成１７年７月２２日民集５９巻６号１８８８頁

（以下「最高裁平成１７年７月決定」という）裁判官滝井繁男補足意見

（以下「本件補足意見」という）、傍点申立人代理人）。 

なお、本件補足意見については、「監督官庁からの意見聴取手続の運用

に関する指摘として、実務上重要な意義を有する」とされており（最高

裁判例解説民事篇平成１７年度（下）５４７頁）、名古屋地決平成２０年

１１月１７日（判タ１３３３号２７０頁）においても、本件補足意見を

引用したうえで、監督官庁の意見に「おそれ」が具体的に述べられてい

るかを含めて、「相当の理由」の有無が判断されている。 

したがって、本件においても、まず監督官庁が主張する米国との信頼

関係が損なわれるおそれ、我が国の安全が害されるおそれ、国際関係に

おいて交渉上の不利益を被るおそれについて、本件各対象文書の内容に

即して具体的に述べられているかが問題となる。 



4 
 

   イ 監督官庁の主張する「おそれ」がいずれも抽象的なものであること 

監督官庁が本件意見書において述べる理由は、いずれも抽象的な「お

それ」を述べているにすぎず、文書の内容に即して具体的な「おそれ」

を述べるものではない。 

まず我が国の安全が害されるおそれ及び国際関係において交渉上の不

利益を被るおそれについては、米国との信頼関係が損なわれることによ

り、単にその可能性があることを抽象的に述べているにすぎない。 

そして、米国との信頼関係が損なわれるおそれについて、監督官庁は、

やり取りの相手方である米国政府が、裁判所への証拠提出に反対してい

ることをもって、米国との信頼関係が損なわれる具体的なおそれがある

と主張しているようである。しかし、米国政府による証拠提出の反対意

見が「在日米軍と外務省間のやり取りの記録全て」を対象にしているこ

とからわかるとおり、この意見は文書の具体的な内容に即したものでは

なく、漠然とした抽象的な理由によるものである。それをうけて米国と

の信頼関係が損なわれるおそれがあると主張しても、監督官庁として、

本件各対象文書の内容に即して具体的な「おそれ」を述べたものとはい

えない。 

したがって、そもそも、監督官庁は、「相当の理由」を判断するうえで

必要な本件各対象文書の内容に即して具体的な「おそれ」を述べている

とはいえない。 

 （２）監督官庁の意見に「相当の理由」があるとはいえないこと 

   ア 本件各対象文書については、本件訴訟において相手方自らが引用して

いたこと 

     本件対象文書については、平成２９年４月１８日付相手方準備書面（５）

第２、３において、本件不開示決定２に当たり米国の意見を確認した経

緯として、下記のとおり引用されたものである。 
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                  記 

     ６月２５日 外務省日米地位協定室事務官岡田悠季（以下「岡田事務

官」という。）が、ナサンＮ．フロスト日米合同委員会事務

局長（以下「フロスト事務局長」という。）に対し、本件文

書２の開示請求があったこと、別件訴訟において国が本件

文書２と同内容の文書を証拠提出していることを説明し、

日米合同委員会の議事録の開示に同意しないとの米国の立

場に変更はないかを尋ねるメールを送信 

     同月２６日～３０日 

           岡田事務官及びフロスト事務局長との間でメール及び電

話により、本件文書２の開示について意見及び情報の交換 

     同月３０日 フロスト事務局長から岡田事務官に対し、メール及び電

話で本件文書２の開示に同意しない旨の米国の立場が示さ

れた（以上、乙第２１号証及び２２号証）。 

 

     その後、相手方はこの引用箇所等の主張を撤回したものの、いったん

引用したという事実自体は厳然として残っている。しかも、同内容は、

相手方提出の陳述書（乙２１）において、その内容が相当程度具体的に

言及されているのである。 

     そもそも、真実、米国との信頼関係が損なわれるおそれ、我が国の安

全が害されるおそれ、国際関係において交渉上の不利益を被るおそれが

存在するのだとすれば、そのような文書を、裁判所に提出するために内

容を慎重に検討し正式な決裁手続を経て提出した準備書面において引用

する（したがって、訴訟においてはその内容を明らかにすることが予定

される）などということは考えられない。 

     同事実は、本件各対象文書にそのような「おそれ」など存在しないこ
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とを強く推認させるものである。 

   イ 非公知ではないこと 

申立人主張書面（４）第３で述べたとおり、本件各対象文書はすでに

非公知のものではなく、日米双方にとって保護すべき秘密が記載されて

いるわけでもない。 

すなわち、本件各対象文書は、①「（平成２７年）６月２５日 外務省

日米地位協定室事務官岡田悠季が、ナサンＮ．フロスト日米合同委員会

事務局長に対し、本件文書２の開示請求があったこと、別件訴訟におい

て国が本件文書２と同内容の文書を証拠提出していることを説明し、日

米合同委員会の議事録の開示に同意しないとの米国の立場に変更はない

かを尋ねるメール」（以下「本件①文書」という）、②「（平成２７年６）

月２６日から３０日 岡田事務官及びフロスト事務局長との間」でやり

取りされた、「本件文書２の開示について意見及び情報の交換」を内容と

する「メール」（以下「本件②文書」という）、③「（平成２７年６）月３

０日 フロスト事務局長から岡田事務官に対し」送信された、「本件文書

２の開示に同意しない旨の米国の立場が示された」内容の「メール」（以

下「本件③文書」という）であるところ、これらの文書はいずれも、本

件文書２の開示に「同意しないとの米国の立場に変更はないかを尋ね」、

「開示についての意見及び情報交換」を行い、「開示に同意しない旨の米

国の立場が示された」と相手方提出の陳述書（乙２１・証拠調べ済み）

において相当程度具体的に言及している文書であり、すでに非公知の事

項とはいえない。 

また、これらの文書は本件文書２の開示に同意するか否かについての

米国の意思確認に関するやり取りが記載されたものにすぎず、しかも、

すでに本件文書２を不開示とする最終的な意思決定がなされ、それが公

になっているものであり、およそ外交上の具体的秘密に関するものでは
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なく、実質的な秘密にあたるものではないことは明らかである。 

さらに、本件各対象文書の中には、本件①文書のように、岡田事務官

がフロスト事務局長に発したもので、米国側の情報はなく、およそ米国

にとって秘密といえるようなものが含まれない文書が存在する（本件②

③文書の中にもそのようなものがあると考えられる）ことも併せ考えれ

ば、米国政府にとっても保護されるべき秘密があるとはいえない。そし

て、このような文書が、裁判所の文書提出命令という特別の手続によっ

て提出を命じられ、それに相手方が従ったからといって、日本と同様に

司法権の独立が確立している米国との信頼関係が損なわれるといえない

ことは一層明らかである。 

   ウ 具体的な「おそれ」がないこと 

また監督官庁は、本件各対象文書が公にされることにより、意図しな

い誤解や憶測を生むほか、メールの当事者に不当な精神的負担を与え、

今後の同様のやり取りを萎縮させるとし、また、米国政府が本件各対象

文書の開示に不同意との立場を貫いており、本件各対象文書を開示する

と米国との信頼関係が大きく損なわれ、国際社会における日本の信頼も

低下し、国際関係における交渉上の不利益を被ることになりかねないと

している。 

前記のとおり、同主張は文書に即して具体的な「おそれ」を述べてい

るとはいえないものであるうえ、具体的な「おそれ」があるとは到底い

えないものである。 

すなわち、まず、単に本件文書２の開示に同意するか否かについての

米国の意思確認に関するやり取りが、これを公開することにより「意図

しない誤解や憶測」を生むような性質のものとは到底いえず、また、メ

ールの当事者に不当な精神的負荷を与えるようなものともいえない。将

来のやり取りを委縮させるなどということは考えられない。 
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また、米国政府は、「在日米軍と外務省間の内部でのやり取り（本件で

は電子メール）を公開することは、将来の在日米軍と日本政府の関係省

庁（本件では外務省）との間の内部調整に萎縮効果をもたらし、在日米

軍の安定した駐留を阻害する」（乙２６）として本件各対象文書の証拠提

出に反対しているが、本件各対象文書は、本件文書２の開示に同意する

か否かについての米国の意思確認に関するやり取りにすぎず、しかも相

手方提出の陳述書（乙２１）において相当程度具体的に言及している文

書であり、およそ保護されるべき外交上の具体的秘密を含むものではな

く、米国政府にとっても保護されるべき秘密があるとはいえないもので

ある。このような文書の提出が認められても、在日米軍と日本政府の関

係省庁間の内部調整に萎縮効果がもたらされることなど考えられず、米

国政府との信頼関係が失われ、国際社会における日本の信頼が低下して

交渉上の不利益が生じるなどということはない。 

したがって、本件各対象文書について、その記載内容から具体的に「そ

の提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずる

おそれがある」ということはできない。 

 ３ 小括  

以上のとおり、本件各対象文書が民訴法２２０条４号ロ所定の公務秘密文

書に当たることはなく、また、監督官庁の本件意見書について「相当の理由」

（民事訴訟法２２３条４項）があるとはいえない。 

 

第２ インカメラ手続を実施する必要があること 

 １ 民訴法２２０条４号ロの該当性を的確に判断するために必要であること 

   申立人主張書面（４）第３の２（１２頁～１３頁）で述べたとおり、本件

各対象文書が、民訴法２２０条４号ロ所定の文書に該当するか否かは、その

外形的な性質や類型のみから判断できるものではなく、本件各対象文書の具
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体的内容に着目して判断されなければならない。 

そして、裁判所において本件各対象文書の具体的内容を確認して民訴法２

２０条４号ロの該当性を的確に判断するためには、インカメラ手続によるこ

とが最も適切かつ有効であるから、インカメラ手続を実施する必要がある。 

 ２ 監督官庁の意見の相当性を的確に判断するために必要であること 

 （１）監督官庁の意見に相当の理由があるか否かの判断にインカメラ手続を利

用できること 

    本件補足意見が、「裁判所は、監督官庁が民訴法２２３条４項各号に掲げ

るおそれのあることを理由として同法２２０条４号ロ所定の文書に該当す

る旨の意見を具体的に述べたとき、これに相当の理由があると認められる

場合には、文書提出命令の申立てを却下することができるのであるが、そ

れだけでは監督官庁の意見の相当性を基礎付けることについての心証を得

られないときには、同法２２３条６項によって所持者に裁判所に対して当

該文書を提示させることができるのである」とするとおり、監督官庁の意

見に相当の理由があるかを判断するうえで、インカメラ手続を利用するこ

とができる（最高裁平成１７年７月決定の調査官解説も、「本件各文書につ

いて、監督官庁の意見に相当の理由があると認めるに足りない場合に当た

るか否かを審理するに当たっては、上記補足意見も示唆するように、民訴

法２２３条６項のイン・カメラ手続を利用することが考えられる」（前掲５

４７頁）としている）。 

最高裁平成１７年７月決定の差戻抗告審（東京高決平成１８年３月３０

日（判タ１２５４号３１２頁））においても、前記名古屋地決平成２０年１

１月１７日においても、監督官庁の意見に相当の理由があるか否かの判断

をするにあたってインカメラ手続を利用している。 

（２）監督官庁の意見に「相当の理由」があるか否かの判断にインカメラ手続

を実施することが必要であること 
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 ア 本件において、監督官庁は、本件各対象文書が公務員の職務上の秘密

に関する文書であり、その提出により、米国との信頼関係が損なわれる

おそれ、我が国の安全が害されるおそれ、国際関係において交渉上の不

利益を被るおそれがあり、本件各対象文書がいずれも民訴法２２０条４

号ロ所定の文書に該当するとしている。 

前記第１、２で述べたとおり、監督官庁は本件意見書において、民訴

法２２３条４項１号所定の「おそれ」があることを抽象的に主張してい

るにすぎず、同意見に「相当の理由」があるとはいえないが、この点を

的確に判断するためには、インカメラ手続によることが最も適切かつ有

効であり、インカメラ手続を実施する必要がある。 

イ また、監督官庁は、本件各対象文書の全部が民訴法２２０条４号ロに

該当すると主張しているが、前記のとおり、すでに相手方は本件各対象

文書の内容に相当程度具体的に言及しており（乙２１）、本件文書２の開

示に「同意しないとの米国の立場に変更はないかを尋ね」、「開示につい

ての意見及び情報交換」を行い、「開示に同意しない旨の米国の立場が示

された」という米国とのやり取りの経緯や内容の概要を自ら明らかにし

ている。それゆえ、少なくとも、本件各対象文書中の当該やり取りの経

緯や内容に関わる記述部分については、民訴法２２０条４号ロ所定の「お

それ」がないと考えられる。 

  監督官庁の意見は、民訴法２２０条４号ロ所定の「おそれ」のある記

述部分とない部分とを区別せずに本件各対象文書全体について同「おそ

れ」があるとするもので、同意見に「相当の理由」はないといえるが、

インカメラ手続を実施しなければ、本件各対象文書中の民訴法２２０条

４号ロ所定の「おそれ」のある記述部分とない部分があるか否かを確認

することすらできず、両部分が存在した場合に、それらを峻別すること

もできない。本件においてインカメラ手続を実施せずに監督官庁の意見
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に「相当の理由」があるとすることは、法が立証における平等を確保す

るために文書提出義務を定め、文書提出命令という制度を設けた趣旨に

明らかに反することになる。本件各対象文書中の民訴法２２０条４号ロ

所定の「おそれ」のある部分とない部分との有無を確認し、それがある

場合には両部分を具体的に峻別して、監督官庁の意見の相当性を的確に

判断するために、インカメラ手続を実施することが最も適切かつ有効で

あり、インカメラ手続を実施する必要がある。 

３ 小括 

  以上のとおり、本件各対象文書について、民訴法２２０条４号ロの該当性を

的確に判断するため、及び、監督官庁の意見に「相当の理由」があるか否かを

判断するため、インカメラ手続を実施する必要がある。 

以 上 


